
戦
圏
大
名
と
し
て
の
毛
利

氏
に

つ
い
て

戦
簡
時
代

と
戦
制
大
名

出

内

博

都

★
室

町
後
期

に
あ
た
り

，
応
仁

．
文
明

の
乱
が
お
こ

っ
た

一
四
六

七

（
応
仁
元

）
年

か
ら

，
室
町
幕
府
が
織
田
信
長

に
減
ぼ
さ
れ
た

一
三
七
三

（
天
正

元

）
年
ま

で
の
，

ほ
ぼ

一
世
紀
を
さ
す

こ
と
が

多

い

（
日
本
史
広
辞
典

）

★
応

仁
の
大
乱
が
地
方

に
波

及
し

て

い
く
文
明

の
頃

（
一
四
人

０
年
前
後

）
か
ら

，

織

爾
信
長
が
上
洛
し
て

，
や
が

で
足
利
将
軍
を
倒
し

，
安
土
政
権
を
確
立
す
る
ほ
ぼ

永
禄

か
ら
天
正

の
初
期

（
一
五
七
０
年
前
後

）
ま
で

の
約

一
世

紀

に
近

い
時
期
を
さ

す

の
が
妥
当
の
よ
う

で
あ
る

（
日
本
歴
史
大
辞
典

）

★

．
．
永
療
慶

二
氏
は

，
戦
国

の
は
じ
ま

り
を
明
応

二
年

（
一
薦
九
二

）
の
細
川
政

元

の
タ
ー
デ
タ

ー
が
画
期

な
な

る
と
し
た

．
．
．
各
地

の
大
名
が
幕
府
か
ら
離
れ

，

独
自
的
に
動
き
出
す
が

，
幕
府

で
は
そ
れ
を
法
的
に
も

，
制
度
鋳

に
も

，
さ
ら
に
は

実
力
か
ら

い

っ
て
も
規
制

で
き
な

っ
た
か
ら

で
あ
る

。
私

は
お
お
む
ね
こ
の
見
解
に

賛
成

で
あ
る
。
た
だ

，
細
リーー
政
元
が
将
軍
義
材
を
追
放
し
た
こ
と
事
体
は
幕
府
内
部

の
争

い
で
あ
あ

っ
て
，
政

元
も

，
戦
国
大
名

と
し
て
歩

ん
だ
わ

け

で
は
な

い
。
私
は

む
し

ろ
政
元

の
ク

ー
デ
タ

ー
の
前

々
年
の
延
徳
三
年

（
一
四
九

一
）
十
月

の
北
条
早

雲
に
よ
る
伊
豆
打
ち
入
り

の
方
が

，
戦
簡
時
代

の
開
幕
を
象
徹
じ
う
る
と
考
え

て
い

る

（
戦
国
大
名

――
小
和
田
哲
男

）

☆
応
仁

の
乱
か
ら
戦
国
争
乱

へ
の
移
り
変
わ
り

の
指
標

と
し
て

，
何
よ
り
も
明
応

二

年

の
組
川
政
元

の
タ
ー
デ

タ

ー
を
挙
げ
た

い
が

，
そ

の
前

に
長
率

元
年

（
一
西
八
七

に
始
ま
る
将
軍
議
灘

の
近

江
守
護
六
角
高
頼
征
討
が

あ

る

。
。
そ
れ
自
身

，
戦
圏
争

乱

へ
の
過
渡
期
と
し

て
の
意
味
を
も

っ
て

い
る
。
そ

こ
で

，
永

正

元
年

（
一
五

０
四

細
月
氏

の
分
裂

の
始
ま
る
ま

で

の
，
政
元

の
ク

ー
デ
タ

ー
を
中
心

と
す
る
前
後
約

二

十
年
近
く
の
時
期
を

，
応
仁

の
乱
か
ら
戦
圏
争
乱

へ
の
選
渡
と
し

た

い

（
岩
波

歴
史

講
座

．
戦
鐵
の
争
乱

＝
鈴
木
民

一
）

（
戦
国
大

名

）

☆
戦
圏
難

に

，
数
郡

か
ら

一
国
な

い
し
数
力
国

の
規
模

で
領
域
支
配
を
展
開
し

た
地

方
政
権

の
称

。
応
仁

．
文
明

の
乱
後

，
中
央
政
権

の
求
心
力

の
低

下
に
伴

っ
て

，
各

地
に
出
現

．
守
譲
大
名
や
守
護

代
が
成
長
し

た
も

の

，
置
人
あ
る

い
は

一
介

の
浪
人

な
ど
出
自
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
が

，
い
ず
れ
も
領
国

に

一
元
崎
支
配
を
し

た

こ
と
を

特
徴

と
す

る

。
恒
常
的
戦

時
体
網
を
背
景
に
領
内

へ
の
支
配
力
を
強

め

，
賞

高

と

い

う
算
定
基
準
を
も
と
に
領
内

の
武

士
に
軍
役
を
諜
す
賞
高
制

．
独
自

の
法
体

系

と
し

て
の
分
握
法
な
ど

，
種

々
の
統
網
上

の
工
夫
を
あ

み
だ
し

，
藩
を
政
治
単
位

と
す
る

近
世
封

建
制

へ
の
橋
渡
し
を
し
た

（
轟
本
史
広
辞
典

）

★
戦
国
時
代

に
各
地
域

に
郡
な

い
し
圏
規
模
を
支
配
領
鐵
と
し

て
成
立
す
る
地
方
政

権

の
主
宰
者

。
戦
国
大

名

は
成
立

の
議
条
件

に
よ

っ
て

，
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を

と
る

が

，
支
配
領
域
に
対
し

て

，
所
領
安
堵
権

．
軍
事
指
揮
権

．
裁
判
権
な
ど
を

一
元
的

に
掌
握
じ

サ
領
土
と
人

民
を
支
配
す
る
専
制
権
力

で
あ

る

。
．
戦
国
大
名
は

，
十
五

世
紀
後
半

―
十
六
世
紀
前
半
に
守
護
権
力

の
争
奪

の
な
か
で
成
立
し

て
い
く

。

．
．

系
議
的
に

み
る
と

，
守
譲

の
系
講
を

ひ
く
も

の

（
武

田

。
今
川

´
佐
竹

，
総

川

．
六

角

．
彙
農

，
大
内

．
大

友

＾
島
津

）
守
護
代
そ
れ
に
準
ず

る
系
譜

（
血
杉

．
織

薔

，

尼
子

．
襲
倉

．
三
好

）
国

人
の
系
語

（
伊
達

．
松
平

．
浅
井

．
毛
利

．
長
察

我
部

）

そ

の
他
家

臣
等
か
ら

の
上
昇

（
北
条

．
由
良

．
斎
藤

。
松
永

）
な
ど

で
あ
る

。

．
．

．
戦
国
大
名
は
広
義

の
家

臣
を

（
一
）
直
属
家
臣

（
二

）
独
立
性

の
強

い
爾

盟
者
的

家
臣
と

い
う
二
重
に
編

成
し

，　
■

こ

を
婚
麺
関
係
を
通
し
て
そ

の
子
弟
を

（
一
）

に
繰
り
込

む
な
ど
し

て

，
同
質
化
を
は
か

っ
た

。
そ
し

て

，
所
領

の
安
堵

。
新
恩

の

権
限
を
掌
掘
じ
知
行
彗

を
整
え

，
知
行
高
に
応

じ
た
軍
役
を
充
課
し

，
家

臣

の
軍
事

行
動
を
義

務
づ
け
た

。

．

（
略

）

（
国
史
大
辞
典

）

〔
荘
園

公
領
制
体
制

に
お
け
る
戦
爾
大
名

へ
の
道

〕

★
荘
薗
公
領
制

．
．
．
荘

鐵
と
公
領

（
爾
衛
領

）
と

い
う

爾
本
中
世

の
二

つ
の
土
地



制
度
を
総
合
的
に
と
ら
え
た
概
念

．
職

（
し
き

）
の
体
系

，
年

貢

。
公
事

の
収
取
と

い

っ
た
土
地
人
民
支
配

の
両
者

の
共
通
性
に
よ
る

，
荘
園
公
領

と
も
大
田
文

に
よ
り

田
数
を
確
定
さ
れ

，
国
家
的
賦
課

の
対
象
と
な

っ
て

い
る
点
を
重
視
し

，
中
世

の
上

地
制
度
は
た
ん
な
る
私
的
土
地
所
有
体
系

で
は
な
く

，
国
家
的
性
格
を
も

っ
た
も

の

と
し

て
と
ら
え
よ
う

と
し

た
。
南
北
朝
内
乱
期
を
も

っ
て
荘
園
制

の
本
来
的
あ
り
か

た
が
大
き
く
転
換

．
動
揺
し

，
そ
れ

に
代
わ
る
土
地
所
有

―
人

民
支
配
体
制

の
動
き

が
本
格
的
に
開
始
し
た

。
中
世
前
期
は
荘
園

の
現
実
的
支
配
権

を
も
た
な

い
形
式
的

領
主

（
本
所

．
領
家

）
が
安
定
的

に
存
続
し

，
現
地
支
配
機
能
を
も

つ
在
地
領
主
制

が
な

お
職

（
し
き

）
秩
序

に
よ

っ
て

，

一
定

の
制
約

か
ら
免
れ

な

い

「
荘
園
制

」
段

階

で
あ
り

，
中
世
後
期

は
そ
れ
が
独
自

の
発
展
を
と
げ

，
領
域
支
配
体
制
を

て
ん
か

い
す
る

「
大
名

（
守
護

。
戦
国

）
領
国
制

」
段
階

と
み
る
こ
と
が
で
き
る

。

★
荘
園
解
体
期

の
地
代
分
配
関
係

①
本
年
貢

―
こ
の
部
分
は
絶
対
額

が
固
定
さ
れ

，
ひ
き
あ
げ
ら
れ
る

こ
と
は
殆
ど
な

い

（
総
体
的

に
は
そ

の
比
重
は
低

下
す
る

）
現
実

の
掌
握
者
は
従
来

の
荘
園
領
主

に

と
ど
ま
ら
ず

，
守
護

。
国
人
領
主
が
く

い
こ
ん
で
い
く

（
毛
利
元
春
は
豊
島

．
竹
原

二
郷

の
領
家
職

で
あ

っ
た

＝
文
書

一
―

一
五

）
こ
の
本
年

貢
収
取

の
前
提
と
な
る
賦

課
対
象
面
積
は
多
く

の
場
合

，
大

田
文
以
来

の
い
わ

ゆ
る

「
公
田

」
面
積

で
あ
る

。

し
た
が

っ
て
公
田
以
外

の
田
が

い
く
ら
あ
り

，
そ
れ
を
誰
が
ど

の
よ
う
に
掌
握
し

て

い
る
か
は
領
主
的
土
地
所
有

の
問
題

で
あ
る

（
国
人
領
主

の
性
格
と
関
連

）

②
名
主
加
地

子

―
名

の
納
税
責
任
者

（
最
末
端

の
支

配
機
能

＝
名
主
職

）
十
四
世
紀

以
降

，
生
産
力

の
上
昇

。
本
年

貢

の
固
定
に
よ

っ
て
余
剰
地
代

（
加
地
子

）
が

，
売

買

．
譲
与

の
対
象
と
し
う

る
権
利

＝
名
主
加
地

子
と
し

て

一
般
化
し
た

＝
加
地

子
名

主
職

と
し

て
表

示
さ
れ

た

，
同
時

に
地
主
的
階
層
相

互
に
組
織

．
秩
序
を
保
障
し
た

③
守
護
段
銭

＝
南
北
朝
期

か
ら

，
臨
時
役
か
ら
室
町
中
期

に
は
恒
常
役
に
ま

で
発
展

。
永
享
三
年

「
室
町
殿
御
所
移
住

」
に
費
用

一
万
貫
を

「
三
ケ
国
四
ケ
国
守
護
千
貫

一
ケ
国
守
護

二
百
貫

云

々
，
働
千
貫
衆
七
人

，
二
百
貫
十
五
人

云

々
」

（
満

済
准

后

日
記

）
な

ど

の
よ
う

に
守
護
大
名

に
割
り
当

て
ら
れ

た

，
や
が

て
こ
の
段
銭

が
守

護
が
国
人
領
主
を
披
官
化
す

る
場
合

の
給
与
に
も
な

っ
て

い
る

。

★
国
人
領
主

と
し
て
の
存
在
形
態

地

頭
と
し

て

の
毛
利
氏

は
越
後
佐
橋
荘
南
条
地
頭
職

。
河
内
加
賀

田
郷
地

頭
職

な

ど

所
職

の
支
配

は

一
族

に
任

す
か
た
ち

で
南
北
朝
以
降
放
棄
し

，
吉
田
荘

．
入
江

保

（

請
所

＝
預
所

）
を
手
始

め

に
内
部
荘

．
有
富
保
な
ど
隣
接
地
域

に
所
領
を
拡

大

し
た

し

か
し

，
毛
利

の
場
合
荘

園
所
職
以
外
に

「
某
村

」
な

ど
地
域
名

の
所
領
が
あ

り

，

所
職
と
は
か
か
わ
り

の
な

い
国
人

の
独
自
的
所
領
形
成

の
動
き
が

み
ら
れ

る

。

文
安

三
年

（
一
四
四
六

）

伊
勢
神
宮
役
夫
工
米
段
銭
基
準

面
積

「
公
田

」
二
十
九
町
五
段
大

百
十
歩

永
享
六

年

（
一
四
三
四

）

毛
利

一
家
中
分
銭
支
配

日
記

（
定
田
総
数

）

エハ
百
七
十

町
余

国
人
領
主
が
大

田
文

「
公

田

」
に

の
み
依
拠
す

る

の
で
な
く

，
独
自

の
土
地
把

握
に

努

め
た
こ
と
を
示
す

。
そ

の
た
め
に

，
鎌
倉
的
惣
領
的
武
力
機
構
と
は
異
な

る
軍
事

編
成
を
推
進
し

，
名
主
階

層
を

「
内

の
者

」
と
し

て
家

臣
化
す

る
ば
か
り

で
な

く

，

村
落
下
層
を
も

「
郎
従

」
と
し

て

い
く
方
式
を
と

っ
た

。

し

か
し

，
惣
領
的
支

配

に
よ
る
衆
中
組
織

で
は

，
惣
領
中
心

の
求
心
力

と

，
地
域

性
な
ど
に
よ

る
独
自
性
を
も
と
に
独

自
行
動
を

と
る
遠
心
力
が
相
半
ば
し

て

，
庶
家

の
統
制
に
苦

心
し
て

い
る

。
所
領
に

つ
い
て
も
惣
領
家

と
庶
家

の
差
は
あ
ま

り
な

い

時
代
も
あ

っ
た

。

(2)

四
七
　
毛
利
氏

一
家
中
分
銭
支
配

日
記

（
一
反
別
三
文
宛

）



麻

原
殿
御
分
百
五
十

八
丁

三
反
十

分

，
　

福

原
殿
御

分

九
十

二
町
九
段
駆
十
分

中

馬
殿
御
分

八
十

二
町
二
反
三
百

四
十

分

，
坂
殿
御

分

百
十

四

一
反
大

川
本
殿

御
分

二
十

五
町
五
段
十

分

，
吉

田
殿
御
分

百

七
十
六

町
九

反
八
十

分

永
事
六

年

（
一
四
三

四

）
十

二
月

十

五
日

此
外

，
入
江

五
十

七

町

二
反
也

八
二
　
室
町
幕
府
奉
行
衆
奉
書
写

毛
利
備
中
守
熙
元
申
諸
役
以

下
事

，
条

々
背
旧
例

，
近

年
面

々
令
無
沙
汰

，
剰

不

相
従
惣
領
之
所
勘
Ｔ

，
事
実
者

，，
好

而
招
其
咎
歎

，
大

不
可
然

，
所
詮
於
以
後
者

守
果
元
下
知

，
可
被
致
其
沙
汰

，
若
猶
有
緩
怠
儀
者

，
可
被
処
罪
科
之
由

，
所
被

仰
下
也

，
働
執
達
如
件

，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
嚢
導

｝

享
徳
四
年

（
一
四
五
五

）
五
月
廿

七
日
　
　
　
沙
　
弼
　
在
判

｛諷
助
）
挑
″
　
　
踏
用
　
　
在
判

一
　

族
　
中

｛幕
府
毛
利
氏
一旗
ノ
緩
怠
フ
貴
メ
機
傾
栞
元
ノ
下
知
二従
ハ
シ
ム
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

こ

の
件

に

つ
い
て
は

，
同
日
付

け

で
守
護
武

田
信
賢

に

，
熙

元
に
合
力
す
る
よ
う

指
示
が

で
て

い
る
。

★
国
人

一
揆
か
ら
戦
国
大
名

ヘ

国
人
領
主
は

一
地
域

の
支
配

に
は
有
利

で
あ

っ
た
が

，
単
独

で
守
護

の
領
国
化

に

対
抗
す
る

こ
と
は
不
可
能

で
あ

る

。
多
く

の
場
合

，
国
人

一
揆
を
形
成
し
て
守
護

の

領

国
化
に
対
抗
し
た

，
し
た
が

っ
て

，
大
名
領
形
成

の
道

は
具
体
的

に
は
守
護

の
戦

国
大
名
化
か

，
国
人

一
揆

の
戦
国
大

名
化
か

の
二
つ
の
道
が
考
え
ら
れ
る

。
安
芸

の

場
合

，
応
永
十

一
年

（
一
四
０
四

）
新
守
護
山
名
満
氏

の
入
部
に
対
抗
し
て

一
揆
が

形
成
さ
れ

て
い
る
。

二
四
　
安
芸

国
諸
城
主
連
署
契
状

安
芸
国

々
人
同
心
条
事

一
，
無
故

至
被
召
放

本
領
者

。

一
同
可
歎
申
事

，

一
，
国
役
等
事

，
依
時
宜

可
有

談
合
事

，

一
，
於
是
非

弓
矢

一
大
事
者

，
不
廻
時
剋
馳
集

，
為
身

々
大
事

可
致
奔

走
事

，

一
，
於
此

衆

，
相
論

子
細
出
来
者

，
共
令
談
合

，
就

理
非

可
有
合
力
事

，

一
，
京
都
様
御
事
者

，
此
人
数
相
共
可
仰
　
上
意
事

，

若
違
背
此
条

々
者

，

日
本
国
中

大
小
神
祇

，
別
者

，
厳
島
大
明
神

状
如
件

応
永
十

一
年
九
月
十
三
日

御
罰

，
各

々
可
罷
候

，
偶
違

署
之

蒲
　
妙
　
語

花
〓

以
下
三
十

二
人
略

）

国
人

一
揆
か
ら

い
か
に
し

て
大
名
領
国
体
制
が
成
立
す

る
か

，
衆
中

の
横
断
的
同
盟

の
中
か
ら

，
誰
が

，
い
か

に
し

て
主
君
に
転
化
す
る
か

，

一
つ
は
毛
利
家
申

に
お
け

る
権
力

の
強
化

で
あ

る

，

★
庶
子
家

。
譜
代

の
編

成

地
域
的
惣
領
制
で
は
惣
領
と
庶
家

の
横

の
関
係
を

，
縦

の
関
係

に
か
え
る
内

部
構

造

の
質
的
変
化
が
必
要

で
あ
る

。
毛
利
本
家
は
応
仁

の
乱

に

，
中
途

で
東
軍

か
ら
西

軍

に
反
応
し

た
が

，
こ

の
頃

か
ら
庶
家
に
対
す

る
権
力
が
伸
び

た
よ
う
で
あ

る

。

毛
利
氏
は
隣
国
備
後

の
守
護
山
名

の
庇
護
を
う
け
た
が

，
そ

の
被
官
に
は
な
ら

ず
安

芸

の
武
田
に

た

い
し

て
は

，
そ

の
領
国
に
組

み
込
む
ま
れ
な
か

っ
た

の
み
か

，
武
田

の
勢
力
は
毛
利

の
地
域

的
惣
領
制

の
中

へ
入
り
え
な
た

っ
た

。

・IJヽ
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豊
元

―
弘
元

―
興
元
を
通
じ

て
備
後
に
も
勢
力
を

の
ば
し

，
部
分
的
に
は
小
地
域

の
同
盟

．
協
力
体
制
を

つ
く
り

，
横
な
ら
び

の
体
制

の
中

で
次
第
に
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ

プ
を
持

つ
傾
向
が
み
ら
れ

る
。
こ
れ

と
並
行
し

て
譜
代

の
組
織
が
整

い
，
庶
家
に
た

い
す
る
権
力
が

の
び

て
く
る

，
大
体
延
徳

（
一
四
八
九
～

）
か
ら
天
文

（
一
五
三
二

～

）
に
か
け

て
毛
利

一
族
が
占
拠
し

た
地
域

に
は
庶
家
が
領
有
し

て

い
た
土
地

に
も

毛
利
本
家

の
代
官
が

お
か
れ
る
よ
う
に
な
る

。
し
か
し

，

一
国
人
領
主
が
領
域
大
名

に
成
長
す
る
過
程
は
平
坦

で
は
な
く

天
文
十
九
年

（
一
五
五
０

）
元
就
が

，
専
横
を

極
め
た
井
上

一
族
を
誅
伐
し

，
そ
れ

に
よ

っ
て
主
君
権
力
を

，
は
じ
め
て

「
公
儀

」

と
し

て
確
立
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
よ
う
や
く
前
進
し

た

の
で
あ

る

。
こ
の
事
件

の
後

に
だ
さ
れ
る

「
二
九
八
毛
利
元
就
井
上
衆
罪
状
書

」
お
よ
び

「
四
０

一
　

福

原
貞
俊

ｎ
■

以
下
家
臣
連
署
起
請
文

「
よ

っ
て
み
る
と

，
戦
国
騒
乱

の
表
舞
台
に
お
け
る
元
就
の

活
躍

の
華

々
し
さ

の
裏
に

，
二
十
数

年
に
わ
た
る
領
団
体
制
形
成

に
た
い
す

る
執
念

が
う
か
が
え
る
気
が
す
る

。
　

こ
う
し
た
経
過
を
経

て

，
か

っ
て

の
国
人

一
揆

の
段

階

で
は
仲
間

＝
衆
中

で
あ

っ
た
熊
谷

．
平
賀
な
ど

の
有
力
国
人

の
家
臣
化

，
知
行
宛

り

行
が
開
始
さ
れ
る
．

し

か
し
な
お

，
弘
治
三
年

（
一
五
五
六

）
に
お

い
て
も
十
数
名

の
安
芸
国
人

と

，
傘
型
連
判
状

に
よ

っ
て
軍
事
行
動

に
関
す
る

「
申
合
条

々
」
を
盟

約
し

て
い
る
可

独
立
的
国
人
領
主
間

の
横

の
結
合
を
縦

の
関
係

に
完
全
に
く

み
か
え

て
し
ま
う

こ
と
は
不
可
能

に
ち
か
く

，
譜
代

―
国
衆

と

い
う

二
重
構
造
を
も
ち

，
そ

れ
は
主
従
関
係

．
軍
事
編
成
等
基
本
的
諸
点
に
お

い
て
異
な
り

，
元
就

の
す
ば
ら
し

い
軍
事

。
外
交

の
手
腕

に
比
し

て

，
領
国
統
治

に
心
を
配
り
な
が
ら
も

，
つ
い
に
領

国
法
を
制
定
し
え
な

か

っ
た
理
由
も

こ
う
し
た
家
臣
団

の
二
重
構
造

．
領
国
内
部
の

複
雑
性

に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う

〔
戦
国
大
名
毛
利
氏

の
権
力
構
造

〕

★
家
臣
団

の
編
成
と
構
造

毛
利
氏

の
家

臣
団
は
そ

の
系
譜

に
よ
り
庶
家

．
譜
代

．
国
衆

．
外
様
と
分
け
ら
れ
て

い
る

。
こ
の
う
ち
庶
家
は
坂

．
有
富

．
麻
原

．
中
馬

．
福

原

．
河
本
な
ど
の
諸
氏

で

，
南
北
朝
動
乱
期
に
分
出
し
た
も

の
で
，
そ
れ
以
後

は

一
名
田
く

ら

い
を
分
与
さ
れ

た
小
庶
家
し
か
分
出
し
て

い
な

い
。
こ
れ
ら

の
庶
家

も
十
六
世
紀

に
入
る
頃
に
は
は

他

の
譜
代

と
同
じ
よ
う
に

，
本
家

の
全
く

の
家
臣
と
な

る

の
で
あ
る

（
応
永
十

一
年

の

一
揆
契
状

に
五
家
あ

っ
た
毛
利
氏
が

，
弘
治
三
年

の
傘
連
判

状

に
は
本
家
以
外

に

な

い
　

さ
ら
に

，
享
禄
五
年

（
一
五
三
二

）
毛
利
氏

の

一
族

．
譜
代

の
重
臣
福

原
広

俊
以
下
三

一
名
が
用
水
管
理

．
負
債
者

の
追
求

。
逃

亡

下
人

の
処
分

と

い
う
三
項
目

に

つ
い
て
，
毛
利
氏
権
力
が
私
領
内
に
立
ち

入
る
こ
と
を
認
め
る
起
請
文
を
奉
行
粟

０

屋
孫
次
郎
に
提
出
し

て
い
る

。
元
就
が
本
宗
家
を
継

い
だ
大
永
三
年

か
ら
九
年
後
で

あ

る

，
こ
の
間

，
急
速
に
大
名
化
が
進
ん
だ

こ
と
が
何
わ
れ

る

，
恐
ら
く
こ
の
段
階

で
家
臣
団
は
形
式
的
に
は
形
を
整
え
て
い
た
と
言
え
よ

う

。

天
文
十
九
年

の
井
上
誅
伐
事
件
後

の
家

臣
起
請
文

（
連

署
者

二
三
八
名

）
は
依
然

と
し

て
家
臣

の
知
行
地
経
営

の
強
さ
を
し
め
す
相
互
調
停
的
な
性
格
を

の
こ
し
な
が

ら
用
水
権

の
毛
利
氏

へ
の
帰
属

．
戸
口
調
査

．
具
足
数
規
定

．
所
領
没
収
権
を
明
確

に
し
て
い
る
し

，
軍
事
的
に
編
成
さ
れ
た
土
地
所
有
権
が
毛
利
氏

の
下
に
形
成
さ
れ

，
質
的
に
も
軍
役
と
知
行

の
ヒ

エ
ラ
ル
キ

ー
と
し

て
成
立
し

た

と

い
え
よ
う

。

★
行
政

．
官
僚
組
織

の
構
成

毛
利
氏

の
正
月
行
事
を
祝
う

「
毛
利
氏
正
月
佳
例

書

」
に
よ
れ
ば

，
拝
賀

の
日

の

遅
速

に
よ

っ
て
家
臣
の
序
列
が

み
ら
れ
る
が

，
そ
れ

は
譜
代

―
外
様

―
国
衆
と

い
う

序
列
と
中
間
小
者

―

一
戸
衆
と

い
う
序
列
に
整

理
す

る

こ
と
が

で
き

る

。
譜
代

―
外

様

―
国
衆
は
そ
れ
ぞ
れ
被
官

，
中
間
や
下
層
家

臣
層
を

陪

臣
に
も
ち

，
漸
次
領
主
的

基
盤
を
弱

め
て
は

い

っ
た
が
合
戦
注
文
に
み
ら
れ
る
軍

事
編
成

で
は
独
立

の
軍
団
を

形
成
し
て
大
名
権
力

の
武
力
単
位
を
な
し
て

い
た

。
し

か
し

，
彼
等

は
行
政
機
構

の

中

で
は
官
僚
制
的
に
編
成
さ
れ

て
い
く

，
天
文
十
九
年

の
井
上
誅
伐
を
契
機
と
し
て

，
元
就
奉
行
人

（
桂
元
忠

．
児
玉
就
忠

）
隆
元
奉
行

人

（
粟
屋

元
親

．
国
司
元
相

）

(各′



に
よ

る
四
奉
行
連
署
打
渡
状
が
あ

ら
わ
れ
る

，
ま
た
他
方

で
は

，
元
就
奉
行
人
単
独

の
奉
書

，
隆

元
奉
行
人
単
独

の
奉
書
も
存
在
す

る

，
こ
の
時
期
家

臣

へ
の
給
地
宛
行

状
は

，
元
就

．
隆
元
連
署

の
体
裁
が
多

い
が

，
隆
元

―
隆
元
奉
行
人

の
保
証
が
充
分

な
効
力
を

発
揮
せ
ず

，
再
度

，
元
就

―
元
就
奉
行
人

の
保
証
を
求
め
る
事
実
も
見
ら

れ

る

。
次

い
で
毛
利
氏

五
奉
行
体
制
が
出
現
す

る

，
そ
れ
は
隆
元
奉
行
人

の
赤
川
元

保

。
粟
屋

元
親

。
国
司

元
相

，
元
就
奉
行
人

の
桂
元
忠

．
児
玉
就
忠

の
五
人

で
あ
る

。
こ
の
機
構

は
弘
治

三
年

（
一
五
五
七

）
大
内
義
長
滅
亡
後

，
大
内
奉
行
人
と

の
連

署
奉
書

に
多
く
み
ら

れ

，
こ
う
し

た
体
制

の

一
応

の
完
成
形
態
が
元
亀
三
年

（
一
五

七

二

）
の

「
毛
利
氏
掟

」
で
あ
る

。
こ
の
掟
書

に
は

，
宗
主
輝
元

の
下
に
二

つ
の
グ

ル

ー
プ
が
官
職
階
層
制
的

に
整
理
さ
れ
て

い
る

，
０
は
小
早
川
隆
景

．
福

原
貞
俊

．

口
羽
通
良

．
吉
川
元
春

で
構
成
さ
れ
る
最
高
機
関

で
あ
り

，
②
は

▲
赤
川
就
秀

▼
国

司
有
相

．
粟
屋
元
真

．
粟
屋
元
勝

．
粟
屋
元
種

．
粟
屋
就
秀

．
児

玉
元
良

▼
平
佐
就

之

▼
児
玉
就
方

。
国
司
元
武

▼
粟
屋
元
通

．
桂
就
宣

の
十

二
人

で

，
年
寄
衆
丼
奉
行

衆
と
呼
ば
れ

０

の
兼
重
元
続
以
下

二
十

一
名
を
執
行
職

と
し

て
三
組

に
別

け
て
付
属

さ
せ
整
然

た
る
番
組
織
を
構
成
し

て

い
た

。
制
度

の
整
備
に
伴

い
家
格
に
と
ら
わ
れ

な

い
で

，
能
力
主
義

に
よ

る
官
僚
化
が
す
す

め
ら
れ

た

（
▼
印
は
五
人
衆

＝
五
奉
行

と
し
て
特
別
権
限
を
持

つ
）

こ
う
し

た
上
級
武

士

の
組
織
化

と
と
も

に

，
下
級
武
士
を
ど

の
よ
う
に
編
成
す
る

か

の
問
題
が
あ

る

。
毛
利
氏
に
お

い
て
も

，
被
官

（
悴
者

）
．
郎
従

．
僕
従

。
中
間

。
小
者

の
身
分
差
を
持

っ
た
も

の
と

，
家
臣
を
寄
親

に
し

て
従
う
与
力

＾
寄
子

）
．

一
所
衆
と

い
う
寄
子
同
心
方
式

の
二

つ
の
タ
イ

プ
が
あ

っ
た

。
与
力

．

一
所
衆
は
本

来
武
将

の
階
臣
で
あ

る
が

，
そ

の
武
将

に
対
す

る
臣
従

の
度
は
弱
く

，
大
名
は
そ
の

臣
従
を

否
定
し
直
接
軍
団
配
備

の
対

象
と
し

て

い

っ
た

。
元
亀
三
年

の
掟

の
な
か
で

「
与
力

一
所
之
者

，
可
随
公
儀
事

，
付

，
与
力

一
所
之
者
給
也
明
所
儀

，
寄
親
手
裁

判

，
可
為
曲
事
之
事

」
と
定
め

て
い
る
。
与
力
を
直
接
公
儀

に
従
わ
す
た
め
寄
親

の
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与
力

に
対
す
る
知
行
権
を
と
り
あ
げ

る
方
針
を

示
し
て

い
る

。　
一
所
衆

の
軍
役
は
知

行
高

に
応
じ

て
，
具
足
役
何
両
と
さ
だ
め
ら
れ

る
た

の
で
あ
る

。
毛
利
氏

の
家

臣
団

は
①
譜
代

．
外
様

，
国
衆
と

い
う
身
分
別

は
あ

っ
て
も

そ

の
下
に
被
官

。
中
間
等

の

陪

臣
を
編
成
し
た
独
立

の
武
力
単
位

と
し

て

の
上
層
家

臣
団
と
②
在
郷

の
上
豪
層
よ

り
な
る
下
層
家
臣
団

と
に
分
か
れ

る

。
後
者

は
さ
ら
に

（
ａ
）
上
層
家
臣

の
与
力

．

一
所
衆
と

（
ｂ

）
上
層
家
臣
と

の
被
官
関
係
を
も
た
ず

，
直
接
大
名
に
見
参
じ
招
集

さ
れ

る

一
戸
衆
と
に
分
か
れ
る

，

一
戸
衆
が
地
域
的
に
結
合
し

て
○
○
衆

（
佐
東
衆

．
山
代
衆

）
と
呼
ば
れ
る
集
団
も
あ

る

。
こ
う
し

て
封

建
支
配
者

は

，
根
本
的

に
は

兵
農
分
離
を
断
行
し

，
土
豪
層
を
恒
常
的
な
軍
事
力
と
村
役
人

に
す
る
こ
と
で
あ
り

，
他
方
で
は
上
層
家
臣

の
在
地
離
脱
を
お
し
進

め
て
在
城
制

の
形

で
結
集
し

，
既
成

の
下
層
家
臣
団
を
足
軽
や
鉄
砲

衆

の
よ
う
な
機
能
集
団
階

層
に
統

一
す
る
こ
と
を
目

指
し

た
。
し
か
し

，
毛
利
氏

の
場
合

，

一
揆
衆
中
か
ら
出
発
し

た
大
名
道
中
は

，
国

衆
に
対
す
る
関
係
か
ら

，
土
豪

の
在
地
離
脱
政
策
が

は
か
ば
か
し
く
進
・ま
ず

，
豊
臣

大
名

に
な

っ
た
天
正
末
期

の
惣
固
検
地
以
降

の

「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳

」
に
よ
る

所
領
分
散
給
与
に
よ

っ
て
緒

に

つ
い
た
程
度
と

い
え
よ
う

，

★
貫
高
制
と
知
行
制
度

の
構
造

家
臣
の
知
行
地

の
性
格
は
荘
園
的
土
地
制
度
を
脱
し
き
れ
な

い
複
雑
な
も

の
で
あ

る

，
職

の
残
存

．
寺
社
半
済

の
分
与

．
領

―
給

―
抱

の
重
層
的
知
行

の
存
在
な

ど
あ

り

，
表
示
法

で
み
る
と
天
文

の
中
頃
ま

で
は
郷

。
名
な

い
し
名
内

の
地
名
表
示
で
あ

り

，
そ
れ
が
面
積
表
示
に
か
わ
り

，
弘
治
頃

（
一
五
五
五
～

）
か
ら
貫
高
な

い
し
石

高

の
表
示
に
か
わ
る
。
防
長
征
服
後
新
恩
給
与
を
契
機

に
知
行

の
散
在
化
を
は
か
り

，
庄
郷
内

の
分
地
も
行
な
わ
れ

，
天
正

（
一
五
七
三
～

）
以
降

に
な
る
と
知
行
地
を

な
く
し
切
米

（
銭

）
浮
米

（
銭

）
に
変
え

て

い
き
俸
録
制

へ
の
動
き
も
見
ら
れ
る

。

給
分
宛
行

の
変
化
は
①
本
領
安
堵

．
．
城
誘

（
普
請

）
。
役
夫

工
米
以
外

一
般
公

課
な
し

（
享
徳
頃

）
後

に
は
本
領
役

（
銭

）
が
臨
時

に
課
せ
ら
れ
た

。
②
新
思
給
地

．
．

一
般

公
課
負
担

，
０
名
田
単
位

（
名
主
職

）
を

与
え
る

。
．
手
作
り

。
中

間

．

下
人
分
作
自
由

（
福
原
氏

の
是
永
名
三
町
大
を

三
二
人

に
分
割
し

て
い
る

＝
大

永

五

年

）
④
給
与
地
が

一
名

田
か
ら
分
割
給
与

．
分
散
給
与

に
な
る

（
天
文
中
頃

）
⑤
同

一
書
立

（
給
地
付
立

）
に

面
積
表
示

の
給
地
と
収
納
高

（
何
貫
前

。
何
石
足

）
表

示

の
二
形
式
が
併
記
さ
れ

て

い
る

，
毛
利
氏

の
検
地
済

の
地
は
収
納
高
表
示
が

多

い

（

天
文
末
年
頃

）
⑥
名
主
職

と
作
職

（
下
作
職

）
が
別
人

に
与
え
ら
れ
て
い
る

（
児

玉

四
郎
右
衛
門
尉

，
竹

の
は

な
名

の
名
主
職

，
そ

の
名
内
各
筆

の
作
職
は
粟
屋

．
井
上

。
中
村
に
与
え
る
，
や
が

て
名
内

の
各
筆
毎

の
作
職
名
を
記
し

た
給
地
付
笠

も

で
て

く

る

。
．

一
地

一
作
人

へ
の
遥
か
な
流
れ
か

。
．

）
０
抱
名
職

．
．

「
抱

」
は
給
人

（
給
主

）
と
実
際
耕
作

者

と

の
間

に
存
在
す
る
中
間
収
益
権

で
あ

っ
て
，
作
職

と
同

様

に
給
与

の
対
象
に
な

っ
た
。
③
給
地

の
性
格
変
化

と
並
行
し

て
領
主
の
直
結

領

で

あ

る
公
領

の
性
格
も
変
化

し
そ

の
面
積
も
増
大
し
た

。
公
領

の
管
理
は
郷
村

の
代
官

，
郡
代
官

の
手
に
よ

っ
て
行
わ
れ
後

に
は
公
領
代
官
も
置

か
れ

て
い
る
。
又
全
給
地

に
課
せ
ら
れ

る
春

．
秋

の
反
銭
賦
課
が
あ
り

，
こ
の
反
銭
も
ま

た
家
臣
の
給

与

と
さ

れ

た

。
こ
う
し
た
複
雑
な

知
行
体
系

で
，
領
全
域

に
わ

た

っ
て
統

一
的
知
行
制
を
し

き

，
政
治
軍
事

の
両
面

に
お

い
て
大
名
を
頂
点

と
す

る
封
建
的

ヒ

エ
ラ
ル
キ

ト
を
築

く

た
め
に

，
領
上

の
全

体

的
把
握

の
た
め
従
来
行
わ

れ

て

い
た
賞
高
制
が
基
本
政
策

に
な

っ
て
き
た

。

☆
貫
高
制

に

つ
い
て

中
世
後
期

，
武
士

の
所

領
に
課
し

た
軍
役
な
ど

の
基
準
を
貫
高

で
表
示
し

た
制
度

で

，
十
二
世
紀
後
半
後
北

条
氏

の
所
領
に
貫
高
表

示
が
現
れ

た

，
建
武
政
権

の
も
と

で
地

頭
所
領

か
ら
の
所
出

を
貫
高

で
表
し

，
そ

の
五

０
分

の

一
を
地
頭

．
御
家

人
役

と
し

て
課
し

た

。
こ
の
所
領
高

と
し

て
の
貫
高

は

，
そ

の
所
領

か
ら

の
年

貢

．
公
事

．
夫
役
な

ど

の
得
分
を
銭

で
換
算
し
た
も

の
で

，
銭
納

に
も
と
ず
く
年
貢
高

で
は
な

い
。
戦
国
大

名
は
こ
の
軍

役
高

と
し

て
の
貫
高
制
を
採
用
す
る
と
午
ば
，
枚

地
な
ど



に
よ

っ
て
郷
村

の
年
貢
高
を
貫
高

で
把
握
し

，
軍
役
高
と
年
貫
高

の
両
者
を
統

一
じ

た
貫
高
制
を
確
立
し

ょ
う

と
す

る
が

，
後
北
条
氏
を
除
き
体
制

と
し
て
は
完
成
し
な

か

っ
た

¨
太
間
検
地
に
よ
り

こ
の
郷
村
高
と
知
行
役
高
を
統

一
し

，
米
で
換
算
し
た

役

の
基

準
体
制
と
し

て
完
成
し
た

の
が
石
高
制

で
あ
る

（
日
本
史
広
辞
典

）

荘
園

。
公
領
制

の
小
地
域
を
越

え

て
よ
り
広

い
領
域

（
領
国

）
の
統

一
的
支
配
を
目

指
す
大
名
に
と

っ
て

，
庄
郷

の
丈
量

の
不
統

一
，
職
分
給
与
に
よ
る
重
複
課
役

，
大

田
文
な
ど

の
基
準

の
非
現
実
性
な

ど
を
克
服
し

て

，
統

一
的
軍
役
制
度
に
よ

っ
て
国

人

．
小
領
主
を
給
人
化
し
よ
う

と
す

る
場
合
の
統

一
基
準
と
し

て
，
後
北
条
氏
に
よ

っ
て
貫
高
制
が
体
系
化
さ
れ
た

。
こ

の
場
合

，
田

一
反
五
〇
０
文

．
畠

一
反

一
六
五

文
を
基

準
に
し

た
が

，
毛
利

の
場
合
も

こ
れ
が

一
応

の
基
準

に
な

っ
て
い
る

。

貫
高

の
決
定
が
か
な
ら
ず
し
も
現
実

の
土
地
面
積

の
大
量
把
握
に
も
と
ず
く
も

の

で
な
く

，
大
名

，
給
人

，
農
民

の
間

の
相
対
的
な
力
関
係
よ

っ
て
政
治
的

に
き
め
ら

る
か
ら

，
そ

の
ま
ま

面
積

に

一
致
す

る
も

の
で
は
な

い
。
貫
高
制
が
実
際
に
ど

の
よ́

う

に
機
能
し

て

い
る
か
を

，
厳
島
神
社
領
に

つ
い
て
そ

の
特
徴
を

，
永
禄
四
年

「
徳

分
所

務
帳

」
に
よ

っ
て
み
て
い
く

と
①
貫
高
記
載
に
か
か
わ
ら
ず
米
納

，
田
数
は
す

べ

て

「
何
反

」
と
整
数

と
貫
高
併
記

，

一
反
未
満
は
貫
高

の
み
．
面
積
は
便
宜
的
目

安

で
貫
高
だ

け
が
確
か
な
数
値
を
し

め
す

。
四
十
数
筆
あ
る
が

，

一
反
三

〇
０
日
か

ら

七

〇
０
日
ま

で
十
二
種
あ
る

，
毛
利
氏

の
政
策
に
よ

っ
て
新
た
な
基
準
貫
高
を
人

為
的

に
設
定
し
正
確
な

面
積
は
省

い
て
土
地
台
帳
を
作
成
し
た
ら
し

い
②
永
禄
十
年

徳

令
御
反
銭
納

日
記

に
よ

る
と

，
田
品
の
差
を

「
四
百
田

」

「
五
百
田
」

「
六
百
田

」
の
三
種

で
表
し

，
こ
れ
だ
け
は

「
一
反
分

」
と
記
し
そ
の
他
は
面
積
を
略
し

て
お

り

，
そ

の
日
数

に
か
け
る
反
銭

は

一
反
＝
五
〇
０
文
に
対
し

て
六

〇
０
文

の
割
合

（

一
。
三
倍

）
で
掛
け
ら
れ
て

い
る

。

四
百
田

一
反
分

　
四
百
八
十
文

　
東
光
寺

．
五
百

田

一
貫
百
目
　

壱
貫

三
百
文

　
新

二
郎

。

一
貫

三
百

目

え
も
ん

。
六

百
田

一
反
分

　
七
百
廿
文
　
弥
九
郎

。

文

　
新

二
郎

．

．
．
．

一
反
分

　

ニハ
百
文
　
助

二
郎

壱

貫

五

百
六
十
文

　

九

郎

百

五
田

三

反
分
　
壱

貫

八
百

こ
こ
で
も

，
面
積
把
握
が
充
分
な
さ
れ
て
お
ら
ず

，
課
税
基
準

と
し

て
の
貫
高
を
決

め
て
帳
簿
面
を
あ
わ
し
た

こ
と
が
わ
か
る

。

つ
ま
り

，
面
積
把
握
が
す
す
ま
な

い
段

階

で

，
何
ら
か

の
根
拠
を
持

つ
貫
高
が
早
急
に
田
地

に
お
し
は
め

，
ら
れ

，
そ

の
高
か

ら

一
反
＝
五

〇
０
日

の
率

で
面
積
が
お
し
は
か
ら
れ

，
土
地
台
帳
が
作
成
さ
れ

た

。

こ
の
貫
高

で
給
地
を
与
え
ら
れ
た
給
人
が

，
貫
高
相
当

の
年

貢
を
徴
収
で
き

る
か

ど
う
か
は

，
個

々
の
条
件

に
よ
る

の
が
常
態
で
あ

っ
た

。
③
貫
高

の
も
と
で
実
際

の

徴
収
は
年
貢
米

で
あ

っ
た
と
と
も

に

，
反
銭
自
体
が
米

で
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た

，
そ

の
場
合

，
米
を
銭
に
替
え
る

「
代
方
所

」
が

つ
く
ら
れ

た

。
現
実

の
売
買

に
よ

っ
て
変
動

の
あ
る
和
市

（
換
算
率

）
で
な
く

，
体
制
的
に
基
準
と
な
る
和
市

で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
，
そ

こ
で
平
均
的
な

一
貫

＝

一
石
が
定
め
ら
れ

，
貫
高
制
が

一

応
成
立
す

る

（
永
禄
初
年

こ
ろ

）
貫
高
制
は
在
地

の
完
全
な
掌
握
を
後
ま
わ
し

に
し

て
も

，
ま
ず
軍
事
力
掌
握

と
知
行
制

の
統

一
基
準

の
設
定
を
め
ざ
す
も

の
で
あ
り

，

一
度
貫
高
制
を
基
礎
に
権
力
編
成
を
築
く
と
そ

の
貫
高

に
規
制
さ
れ

て
，
権
力
が

，

よ
り
直
接
的

に
在
地

（
農

民

）
掌
握
に
す
す
む
こ
と
が
む
ず
か
し
く
な
る

，
こ
と
に

防
長
征
服
時
な
ど

の
在
地
土
豪
を
古

い
在
地
基
盤

の
ま
ま
軍
事
編
成

に
く
み
こ
ま
ね

ば
な
ら
な
か

っ
た

（
山
代

一
揆

，

二
月
衆

＝
山
代
衆
な

ど

）
そ

の
土
豪

の
基
盤
を
破

壊
し

て
農
民
を
直
接
掌
握
す
る
こ
と

（
兵
農
分
離

）
が
体
制
的

に
不
可
能
に
な

り

，

家

臣
団
の
二
重
構
造
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た

。
天
正
十
六

―
十
九

年

の

惣
国
検
地
に
お

い
て
も

，
貫
高
を
単
に
石
高
に
置
き
換
き

か
え

た
に
す
ぎ
な

い
分
米

高
表

示
も
あ
り

，
国
衆
な
ど
に
は
直
接
検
地
せ
ず

，
指
出
を
提
出
だ
け
の
も

の
も
あ

永
禄
十
年
徳
令
御

反
銭
納
日
記

(/)



る

〔
山
内
家
天
正
十
四
年

，
六

七
四
０
貫

，
天
正
十

九
年
六
七
四
０
石
な
ど
あ
る

〕

〔
毛
利
氏

の
権
力
構
造

と
分
国
法

〕

★
分
国
法

。
．
．
戦
国

家
法

と
も

。
戦
国
大
名
が
家

臣
統
制

．
領
国
支
配

の
た
め
に

制
定
し
た
法

．
効
力
が

支

配
領
国
に
限
定
去
れ
る

こ
と
と

，
紛
争
な
ど
に
お
け
る
各

人

。
当
時
者

の
自
力
救
済

を
全

面
否
定
す
る
な

ど
領
域
内

で
の
強
力
な
支
配
を
特
色

と
す
る
。
そ
れ
ま
で
非
体

系
的

に
存
在
し

て
い
た
法

。
例

．
習
な
ど
の
諸
規
範
を
修

正

。
取
捨
し

て

，

Ｉ
九
的
な
法
体
系

に
統
合
す

る
こ
と
を

め
ざ
す

。
局
所
的

．
個
別

的
な
事
情
に
優
越
す
る
抽

象
度

の
高

い

一
般
性
を
も

っ
た
法
典
と
し
て
制
定
さ

れ
る

こ
と
が
多
く

，
法

の
歴
史

の
重
要
な
画
期
を
な
す

。
起
源

と
し

て
は
置
文
や

一
揆
契

状

の
よ
う
に
人
的
結
合
体

を
律
す
る
規
範
や

，
守
護
公
権

に
由
来
す
る
国
法
が
あ
げ

ら
れ
る
が

，

「
御
成
敗
式

目

」
は
じ
め
幕
府
法

の
強

い
影
響
が

み
れ
れ
る
場
合
が
す

く
な
く
な

い
。

（
日
本

史
広
辞
典

）
リ

★
家

臣
団
統
制

の
論
理

．
．
戦
国
家
法
を
法

の
規
制
対

象

の
面
よ
り
大
別
す
る
と

，

０
家

臣
を
対
象
と
す
る
統

制
法

②
領
国

の
被
支
配
者

一
般
を
対
象
と
す
る
領
国
法

の

二

つ
に
分
類

で
き
る

。
①

の
方
が
卓
越
し

，
②
は
体
系
化
さ
れ
な

い
個
別
法
令

に
多

い
。
戦
国
大
名
に
と

っ
て
は

，
多
く

の
家
臣
を
集
め

，
そ
れ
を
軍
事
組
織
と
し

て

一

元
化
が
急
務

で
あ

っ
た

。
こ
こ
に

，
新
旧
家
臣
と

の
親
疎

の
度
合

い
，
譜
代

．
外
様

の
対
立
等
反
服
常
な
し

と

い
う
状
態
も
時
代
的
風
潮

と

い
え
よ
う

，

「
侍
は
渡
り
者

に
候

」
と

い
う

「
去
就

の
自
由

」
が
認
め
ら
れ

て

い
た

，
こ
れ
は

，
当
時

の
武

士

の

強
烈
な
自
立
意
識
が
前
提

に
な

っ
て

い
た

。
こ
の
自
立
意
識
が
自
力
救
済
観
念

と
し

て

，
名
誉

．
権
利
回
復

の
た
め

の
闘
争
が
喧
嘩

。
私
闘

と

い
う
形

で

，
し
か
も

，
集

団
的
力
と
し

て
発
動
さ

れ

る
場
合
が
多

い
，
こ
れ
に
た

い
し

て

，
幕
府
な
ど

の
公
権

力
は
こ
れ
を
部
分
的

に
し

か
否
定
し
え
な

い
も

の
で
あ

っ
た

。
さ
ら
に
，
従
者
が
主

人

に
対
す
る
忠
誠
義
務
も

，
そ

の
所
属
す
る
集
団

（
一
族

．
党

。

一
揆

）
に
対

す
る

忠
誠
義
務
に

，
常
に
優
先

す

る
も

の
で
な
く
相
対
的
な
も

の
と
し

て
選
択

の
対

象
で

あ

っ
た
。
し

た
が

っ
て

，
戦
国
家
法

は
多
く
の
も

の
が

こ
の
課

題
解
決

の
た

め

に
制

定
さ
れ
た
も

の
で
，
基
本

原
則
は

，
①
家
臣
の
自
力
救
済
行
為
を
全
面
的

に

否
定
し

，
あ
ら
ゆ
る
紛
争
を
大
名
裁
判

に
ゆ
だ
ね
る
こ
と

の
強
制

。
②
自
力
救
済
行

為
を
支

え
た

「
縁

」
に
も
と
づ
く
行
為
規
範

（
集
団
に
対
す

る
忠
誠
義

務

）
に
優
先

す

る
大

名
に
忠
誠
義
務
と
い
う
行
為
規
範

の
確
立
で
あ

っ
た

。
こ
れ
ら

の
規
範
は

。
喧

嘩
両

成
敗

，
私
的
集
団

．
盟
約

の
禁
止

，
結
婚

の
統
制
等
と
し
て
法
令
化
さ
れ

た

。

★
領
回
支
配

の
論
理

．
．
．
国

。
国
家
は
大
名

の
領
国
を
さ
す
語

で
あ
る

。
こ

こ
で

い
う
国

（
国
家

）
の
特
徴

と
し

て
①
大
名

の
政
治
的
支
配
領
域

と
し

て
独

自
性

と
完

結
性
が
あ

る
。
他
国

の
こ
と
は
大
名
権
力
と
は
無
関
係

で
対
象
外

と
し

，
自

国

の
独

自
性
と
し

て

，
度
量
衡

．
交
通
制
度

．
宗
教
統
制

．
物
価
統
制
な

ど
実
効

は

べ

つ
と

し

て

一
応
基
準
設
定

へ
の
意
欲
は
強

い
，
と
く
に

，
撰
銭
令
は
そ

の
典
型

で
あ

る

。

②
大
名
と
直
接
主
従
関
係
を
も

つ
家

臣
だ
け
で
な
＜

，
領
国
内

の
人
民
す
べ

て
が
国

家

の
構
成
員

で
，
大
名
に
よ

っ
て
明
確
に
把
握
さ
れ

た
も

の
で
あ
る

。
こ
の
法

は
す

べ
て
の
人

民
に
等
し
く
効
力
を
お
よ

ば
し

，
保
護
を
う
け
る
も

の
と
し

て
制

定
さ
れ

た
。
③
大
名
権
力
の
領
国
支
配
を

正
当
化
す
る
目
的

で
大

名
に
よ

て
創
出
さ

れ

た
支

配
理
念
と
し

て
の
国
家

は

，
大
名
権
力
に
よ

っ
て
保
全
さ
れ
る

と

い
う
大

名

の
絶
対

性

．
。
こ

の
最
も
成
熟
し
た

の
が
後
北
条
氏
だ
と

い
わ
れ
て

い
る
。

★
毛
利
氏
掟
を
め
ぐ
る
諸

問
題

．
．
．
歴
史
的
課
題

の
多

い
戦
国
史
論

．
戦

国
武
将

論
に
お

い
て

，
戦
争

，
領
国
経
営

。
家
臣
統
制

。
謀
略
調

略
等

の
戦
術
分
野

で

，
よ

か
れ
あ
し

か
れ

，
必
ず

一
つ
の
典
型
と
し

て
論
議
に

の
ぼ
る
毛
利
氏

の
政
策

，
し
か

し

こ
と

，
法
制
に
関
す

る
限
り
毛
利

の
名
は
で
て
こ
な

い

。
。
後
世

の
批
判

に
耐
え

う
る
法
体
系
を
残
し

て

い
な

い
，
そ

の
間

の
事
情

は
ど
う

で
あ

っ
た
ん
だ

ろ
う

。

①

「
．
．
誓
約
共
同
体

で
あ
る
国
人

一
揆

の
専
制
支
配

の
法
が

，
戦
国
大

名
権
力

―
大
名
法

の
形
成
に
決
定
的
影
響
を
与
え
る

■
国
人

一
揆

の
共
同

の
場
を
戦

国
大
名

権
力

の

「
公

」
場
に

，
誓
約
事
項
を
権
力
の
法

に
，

一
揆

の
絶
対
性
を
大

名

の
絶
対

(/7'



性
に

，
誓
約
者
が

一
人
０
度
転
換
さ
せ
る

こ
と
で
顕
現
さ
れ
る

．
．

（
戦
国
期

大
名

権
力

の
構
造
に
関
す
る

一
試
論

＝
西
山
　
克

」
の
立
場

に
た

つ
と

，
分
国
法

の
不
成

立

は
こ
の

一
人
０
度
転
換

の
機

会
が
な
か

っ
た
と

ぃ
ぇ
ょ
ぅ

。
毛
利

家
文
書
四

一
人

に
あ
る
元
就
よ
り
隆
元
に
あ

て
た
自
筆
書
状

（
年
欠

，
九

ヶ
条

，
恐
ら
く
永
禄
末
期

の
　
′
も
ρ
Ｅ
階
曜
隅
ぁ
儲
陣
噌
――ょ
惨
陸
――こ
レ
隆
ば
僣
Ｒ
Ｆ

一
家
中
之
儀
、毎
度
如
中
承
候
、諸
人
崚
持
、上
下
万
民
之
戯
将
，今
之
分
候
者
、行
末

之
事
勝
事
迄
候
、奥
力
代
進
ハ
如
形
候
之
腱
、不
思
議
”・と
や
く
遠
行
候
て
、幸
松

般
幼
少
之
問
ぃ・か
ら
い
こ
る
く
成
行
候
、雖
然
、そ
と
も
家
中
〓
歴

マ
ヱ
号
共
候

条
、主
人
幼
稚
ユ
て
、か
ら
ａ
こ
る
く
候
と
中
候
て
も
、う
い
ふ
ん
よ
て
候
欄
、其
上

其
比
進
ハ
、む
う
―
ユ
て
候
間
、唯
今
ユ
ハ
誠
雲
泥
万
里
之
違
ユ
て
停
『
中
ノ
ヽ
不

能
中
事
ユ
て
候
ノ
ヽ
、共
後
我
等
代
ユ
成
候
而
、尼
子
方
【いう
ら
う
い
候
て
、掟

ヽ
何
も
か
も
不
人
、只
ノ
ヽ
家
さ
ユ
も
う
ヽ
ハ
リ
侯
ハ
ヽ
と
の
事
迄
ユ
て
、家
中

之
若
共
ニ
ハ
、何
事
も
上
よ
り
手
を
セ
リ
候
て
、出
事
弓
失
う
さ
の
儀
を
頼
侯
熱

ュ
て
候
ワ
る
間
、
一
う
と
ス
我
等
代
よ
か
ら
い
も
ユ
る
く
仕
成
候
ラ
、け
よ
も
中

國
悉
尼
予
方
二
嵐
さ
う
い
、営
國
も
武
田
、紳
■
、小
早
川
、平
賀

悉
以
雲
協
同
意

候
、只
／
ヽ
常
家
一
人
計
ユ
て
こ
そ
候
つ
と
と
、家
中
か
と
の
事
、掟
か
と
ニ
ハ
な
り

た
て
ず
候
も
、と
ハ
Ｊ
〓
候
ゃ
、雌
然
、上
野
介
を
初
候
て
、井
上
豊

後
守
、肥
後
守
、

伯
者
守
を
初
、ス
粟
屋
掃
部
よ
て
候
、國
司
備
後
守
、飛
騨
守
以
下
、む
う
―
を
存
侯

者
共
数
多
候
つ
と
に
、か
ら
み
せ
る
く
候
と
申
候
て
も
捕
″形
平
〓
候
キ
、

毛
利
氏
が
法
規
範

の
基
礎
と
し

た
も
の
に

つ
ぎ

の
よ
う
な
も

の
が
考
え
ら

れ

る

。

①

三
二
六
　
毛
利
元
就
外
十

一
名
契
状
　
弘
治
三
年
十

二
月
二
日

，
こ
れ
は
軍

勢
狼
．

籍

の
禁
止

（
時
と
場
合

に
よ

っ
て
は

一
部
解
除

）
勝
手
な
陣
払

い
の
禁
止
に

つ
い
て

の
申
し
合
わ
せ

（
傘
連
判
状
形
式

Ｔ

Ｏ

②
四

０

一
　

福
原
貞
俊
以

下
家

臣
連
署
起
請
文

，
十

八
条
あ
り

，
①
井
上
誅

伐

二
就

キ
表
裏
別
心

ヲ
存
ゼ
ズ

②
君
命

ヲ
遵
法

ス
③
傍
輩
喧
嘩

ニ
ツ
キ
主
君

ノ
下
知

ニ

ハ
遺

背

セ
ズ
①
家
中

ノ
喧
嘩

二
具
足

ニ
テ
馳
集

ル
ヲ
禁
ズ

⑤
合
戦
ノ
際

ハ
忠
節

ヲ
抽
ず

⑥

嫉
妬
争
権

ヲ
戒

メ
ル
⑦
私
慣
を

措

キ
テ
公
儀

に
尽
タ

ス
③
喧
嘩

ハ
下
知

二
任

ス
⑨
牛

．
馬

．
山

。
河

．
鹿

ノ

コ
ト

⑩
井
出
溝
道

ノ

コ
ト

（
ｌ

Ｘ
口
戦

二
具
足
不
着

ノ
者

ハ

所
領
没
収

ス

（
ら
｝
褒
美

ヲ
閑
却

セ
ラ
レ
タ
ル
者

ノ
上
申

（
ξ
）
出
陣
使
節
等

ノ
招
集

二
応
ズ
な
ど
家
臣
相

互

の
対
応

，
喧
嘩
禁
止

，
給
地

管
理
な
ど

の
取
り
決
め

「
公
儀

」
と

い
う
言
葉

と
と
も

に

，
殿

様

下
知
御
裁
判

，
井
出
溝
道

ハ
上
様
之
也
な

ど

，

一

揆
集
団

か
ら
は
格
段

の
進
歩
が

み
ら
れ
る

。

③
四
０
四
　
毛
利
氏
掟

　
一冗
亀

三
年
十
二
月
朔

目

（
輝

元
掟

ヲ
元
春

．
隆
景
等

四
人

二
与

へ
，
年
寄

．
奉
行

二
伝

エ
シ
ム

）
０

こ
れ
は
国
法
と

い
う
よ
り
も

，
行
政
法

で

，
行
政
上

の
諸
注
意

，
行
政
組
織

は
分

か
る

が
分
国
法
と
い
う

に
は
余
り

に
も
か
け
は
な
れ

た
も

と

い
え
よ
う

。
元
就

は
弘

治
以
降

，
お
び
た
だ
し

い
数

の
個
別

の
規
制

，
心
が

け

，
注
意

の
書
簡
を
残
し

て

い

る

，
こ
れ

を
集
大
成
す

る
だ
け

の
時
が
無
か

っ
た

の
で
あ

ろ
う

。
戦
国
大
名

の

一
つ

の
典
型

と

は
言
え
よ
う

。

〔
参
考
論

文

〕

戦
国
大
名
と
し
て
の
毛
利
氏
の
性
格
⌒河
含
正
治
｝
冒
国
の
戦
国
大
名
（松
同
久
人
一　
大
名
颯
日
制
の
史
的
位
置
⌒永
原
慶
二
）

毛
利
氏
天
正
末
態
国
検
地
に
つ
い
て
⌒加
藤
益
幹
｝
一一国
大
名
研
究
の
問
題
点
一村
田
篠
三
）
職
国
大
名
毛
利
氏
の
権
力
機
遺
⌒村
田
餞
三
十

戦
国
期
大
名
薇
力
の
構
造
に
関
す
る
一賦
綸
（西
山
　
費
｝
職
国
期
大
内
．
毛
利
両
氏
の
知
行
制
の
蘊
晨
｛松
同
久
人
一

騰
人
′
心

一
如
此
之
条
、弓
矢
ユ
ハ
大
勝
之
事
候
之
条
、此
時
あ
り
や
，
の
法
度
政
道
と
被
行
、

有
道
之
儀
・・こ
そ
可
破
申
付
本
意
〓
候

、^
共
，予
今
奪
州
強
敵
ょ
候
、ス
豊
後
之
事

も
不
知
候
、来
嶋
之
儀
、是
ス
不
知
候
、此
等
を
か
―
ら
と
―
て
、備
藝
衆
ヽ
営
家
よ

う
と
と
内
心
共
二
存
候
衆
ハ
夏
不
覺
候
ど
ヽ
、我
々
等
摯
之
毛
利
ゑ
さ
う
い
よ
い

り
候
事
、偏
ノ
ヽ

口
情
な
け
な
ま
ｌ
ｔ
、日
夜
可
被
存
居
候
、然
時
者
、弓
矢
ユ
ハ
面

む
き
ハ
勝
候
様
ユ
候

へ
と
も
、
い
ま
さ
更
々
安
堵
之
思
無
之
候
事
候
茶
、政
道
法

度
も
滑
、日
情
事
迄
候
／
、
、

★
日
暮
れ

て
，
道
違
し

。

七
十
五
歳
と

い
う
当
時
と
し

て
は
長

い
元
就

の
生
涯

に
お
い
て

，
死
の
前
年
ま
で

戦
障

に
あ
り

，
迫
り
来

る
外
敵

に
対
し
内
政
充
実

の
遅
れ

，
特

に
人
事

，
法
整
備

の

不
備
を
憂
う
切

々
た
る
書
状
は
じ

つ
に
多
く
残

っ
て

い
る

。，
ま
さ

に

，

「
日
暮
れ

て

，
道
遠
じ

」
の
感
切
実

で
あ

る

。

;i乗 :貫  
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坂 300貫之内 150■分

代官 渡辺木工助

ちうやく分 3名
さんてん分 9名
給人方

(中  略)

長ri守 (坂氏)

延常名 2町半

米 9石 9斗 6升
寺方

市口 下4ヽ I各

大
江
広
君
―
―
（四
代
略
γ
ｌ
‐
親
衡
‐
［

』
一
轟
］
］
「

‐
一
一
一
一

引
脚
蹴
）
‐
‐
曖

． 元
―
―
豊
乖

・
―
―
弘
■

月
‐ ―
【
』

―

隆
元
―
―
籠
元

傘

馬
氏
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ
・元
鎮

（兼
菫
氏
）

〈格
原
氏
）

一
〓
〓
＾
　
毛
利
元
お
外
十

一
名
契
状

中
合
條
々
事

一■
外．）

一
年
勢
薇
籍
之
儀
，
雖
堅
加
制
止
、
更
無
停
止
之
脩
．
於
向
後
、此
中
合
衆
中
家
人
等
．

少
ミ
於
右
狼
籍
者
‘則
可
討
果
事
．

ｏ
　
商
踊
劇
刺
畔
脚
締
経婦
鶴
醐
理
．

入
喘
大
薔
嗜
確
嶋
大
明
耐
可
有
御
熙
覧
候
、此
旨
不
可
有
相
違
候
，０
響
文
如
件
．

弘
治
三
年
十
二
月
二
日

轄
粕%

1反   右京穀
1反   二郎さへもん既
3反   もん田御かかへ

1反   太郎さへもん
2反小  まこ次郎段
1反   ぬし段
2反 60歩 れうこん寺
2反   新五郎離
1反   万福寺
60歩   五郎さへもん御年く田
2反   新ひゃぅへ毅
1反   御中間二郎五郎御年く田
1反   二郎衛門段
5反   =右 衛門
5反     ―――――

1反   まこ次郎段御年く日
1反   御下人五郎ひゃぅへはたけ之事
1反   とぅひゃぅへ殿給分
1反   ぬし殿
1反   御中間二郎五郎
1反   御馬歴ゑもん五郎
2反   本屋しき

中間・小者

上 層 家臣

(「静代・外篠・回衆)

二
九
六
　
耐
原
慶
俊
以
下
家
臣
連
暑
起
前
女

譴
言
上
候
、

一
御
家
爽
丼
手
溝
等
、自
総
依
洪
水
、年
十
在
所
や
々
相
替
事
多

，
候
「然
時
者
ギ
手

者
几
合
候
而
、不
論
自
他
之
分
領
．せ
う
せ
ら
は
へ
き
手
可
然
侯
．“
者
改
掘
疾
者
．

田
自
費
候
ハ
て
も
不
可
叶
候
え
簗
え
そ
料
と
ハ
相
瞥
可
立
置
事
．

一
各
召
仕
喉
者
共
、■
物
―
沈
傍
輩
間
へ
罷
却
候
面
居
候
ヘ
ハ
、共
Л
物
者
ｔ
た
り

果
候
――――
、不
可
然
候
、他
家
他
門
●
罷
却
候
ハ
ん
半
者
、無
是
井
候
、於
御
家
中
如
此

疾
ハ
ん
織
妻
資
１
・
無
御
野
間
中
談
候
両
，有
襟
〓
可
有
沙
汰
事
、

一
絆
政
官
，小
中
間
、下
人
〓
至
而
．丼
主
人
々
々
ネ
よ
―
ミ
を
相
違
候
両
霜
り華
中
”

走
人
や
や
、栂
柳
茶
峡
餞
、日
惜
子
細
候
田
、如
此
企
之
時
者
、本
之
主
人
●
●
よ
相

届
、依
共
返
■
、取
恰
之
雨
鴛
、可
布
覺
悟
手
、

右
条
々
．自
今
日
後
、於
違
犯
摯
者
．堅
可
夜
成
御
下
知
事
、野
各
可
恭
侯
若
俗
僕

者
、

梵
天
、帝
幕
、四
大
天
工
、惣
日
本
国
十
六
拾
鉄
州
大
小
前
祗
、別
面
殷
嶋
大
明
耐
、

融
商
牛
頭
天
王
、人
幡
大
書
腱
．天
満
大
自
在
天
紳
部
類
警
厠
神
轟
冥
諄
．於
各
身

上
可
能
蒙
も
、初
起
”
如
件
、

車
線
二
年
七
月
十
三
日

蒲
鳳

左

避

允

廣
俊
（花
押
）

態

地

上

野

介

魔
真
奪
化
押
）

0

坂 300■之内 150貫 分

代官 井上与三右衛Fl射

ちうやく分 4名

鴨電機 含1)

給人方

(中  略)

長門守 (坂氏)

もとつね,な りみつ

寺方

市口 上小路

〇

第 4表 福原民の綸地・是永名
(『福原家譜録』7)

1反   とぅひゃ ぅへ鍛御年くはたけ

此まへ田獄  3町大也
又はたけ  7反也

大永 5年乙百8月 3日

①
0

⑥

毛
利
氏
略
系
図

ソ 天文19年 12月 30日 綸地として与えられる

⑤

毛
利
右
■
肛

一π
就

0

国  大  名

leR為綺

1目 費勇 広

今 111罠賃

ラ 川 彙 元

伊還 寧宗

=:田
晴 債 (1こ ■ )

絶 ,,こ切

`六 角 警 IF・ ■ 台

兵宇 It第

`元 '電長号ミ11=i:饉 ,1

1555

lb26

1553

1[36

15J7

;556
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土篭

大内 氏掟

『

大 1付 J(1■ 吉 )

朝倉孝 景条々 (中〕fr英林壁 :彎 )

相良 氏法震

今川仮名 目録

今川仮名 目 0ま 追カロ

塵芥集

甲ガ1法度 之次 第 (ti玄 家法 )

結城氏新法度

六 角氏式 目 (義 γ:式 !J)

新力0制式

長宗我 部氏掟 薔

(J(宗我■J∫ 元Fq百 飾 条 )

◎

ノ

釧
呻峰
聾
減
…
…
‐

育
上
茶
″

一
ヰ
上
者
共
、連
々
整
　
上
意
．大
小
事
驚
〓
振
舞
僕
３
仕
、被
遊
誅
伐
侯

力
・・奉
存

侯
い依
之
、於
各
柳
不
可
存
表
裏
別
む
侯
事
、

一
自
今
以
後
渚
、御
家
中
之
儀
、有
標
之
可
貧
御
成
敗
之
山
、三
各
も
本
望
〓
存
候
、然

上
者
、諸
事
可
被
仰
付
越
、
一
切
不
可
存
無
沙
汰
之
芋
．

一
御
傍
撃
中
喧
蛇
之
嬌
、　
投
様
御
下
知
御
織
制
不
可
違
背
申
事
、

付
．閣
本
人
、於
合
力
仕
之
者
者
、従
　
段
様
可
破
仰
付
民

左
鶴
之
者
、親
類

様
者
贔
薫
之
者
書
、元
角
不
可
中
之
事
、

仕
、御
家
来
之
喧
雌
・二
具
足
ユ
て
几
所
よ
り
走
藁
幌
ｔ
向
後
停
止
之
季
、

一
御
弓
矢
・
付
両
、弥
如
前
´
、各
可
抽
志
帥
之
了
、

一
仁
ネ
省
共
・̈
協
窄
を
そ
格
え
、け
ん
あ
ら
そ
い
あ
る
へ
き
者
ハ
、

上
様
よ
り
も
僣
一Ｔ
中
よ
り
も
、そ
と
い
ま
〓
め
侯
ハ
ん
事
、

一
於
傍
摯
之
側
．苗
座
々

，
何
さ
る
離
子
細
揉

於
　
公
儀
堵
、参
相
、談
合
等
、其
外

御
客
来
以
下
２
時
、可
調
中
之
事
、

．町
珈
畦
一制
「
刊
縫
著
、贅
桂
進
、其
内
（
堪
忍
仕
侯
而
、可
任

一
人
沙
汰
之
事
、

男
女
共
ｉ

一
午
馬
之
餞
　
作
を
く
い
候
共
、返
１
可
中
侯
、但
三
度
共
―
ト
ー
陳
て
く
い
侯
養

其
午
島
可
収
之
事
、

一
山
之
下
、往
古
よ
り
入
候
山
〓
ハ
、共
分
二
神
い
と
あ
る
へ
き
手
、

一
河
ハ
流
よ
り
次
第
之
手
．

一
鹿
資
里
解
ハ
た
を
と
大
燿
針
候
庭
い
、追
雌
餞
者
可
取
こ
事
、

一
丼
千
溝
進
ハ
　
上
様
之
し
、

従
上
様
弓
大
〓
付
面
茶
″
．

一
具
足
蚊
之
手
、

付
、御
動
〓
共
足
不
着
ι
の
、
所
領
御
没
性
之
半
、

一
弓
之
李
、

付
、感
之
事
、

一
可
有
御
崚
美
所
を
、　
上
様
〓
於
無
樹
感
者
．年
寄
中
と
―
て
可
被
中
上
之
弩

一
内
″
御
動
宅
用
意
僕
て
、薇
仰
懸
候
者
、則
可
能
出
之
平
．

一
御
使
之
時
、同
前
た
事
、

以
上

右
茶
を
、自
今
以
後
、於
遮
犯
翠
者
、堅
可
被
成
御
下
知
下
、封
各
可
黍
候
、若
此
旨

嶼
鰺

穐

祓

動

鞠

揺

制

身
上
可
能
策
も
、榜

起
露
如
貨天

文
十
九
年
七
月
十
日

経
原
左
近
送

貞
俊
（花
押
）

志

逍

大

郎

二

郡

保

（
花

ＩＴ

）

坂
式
部
大
輛

屋敷4ツ 本屋牧共に,山は 1屋敷 8ツ ,山はかけの平宮

田 1町 6反半 実時半名西 1田 1町 6反半 案時半名東

(嘘藩閥関録』9) |  (「萩藩間関録』59)

給人 粟屋与十郎  l  f.・人 栞麗弥七郎

本屋敷之上       1之 尾頸

天正 4年 平佐藤右衝Fl給地所々書立

1. 田 1町 4反,丼山 1ひ ら在り,多 治比河田名
1.田 1町 7反`丼山在同草山在,多 治比かけ名
1.田 l町 5反,同畠在之,■生ノ内浜こなし名
1. 田2 ar,伴 内西垣内小野原箕打廻在之

l.30貫 日,佐東上安ノ内 3名

1. 20石 足,防丼1小畑ノ内下り山在之

(『萩藩閥関録150

)●・・ う}:11,去

塾:撒1‐整婁=瓦

|に了P



奪
'1・

1 事 !|::1:  ⑩
な
」崎

年

，

■

′

四
〇
四
　
毛
利
氏
掟

ｒ選
之
條
数
」

年
寄
衆
ネ
行
之
者
中
間
条

や
之
事

一
在
城
之
事

一
不
調
観
子
同
名
様
類
、不
可
贔
員
偏
歯
之
事
．

一
従
自
園
地
団
．使
者
飛
脚
到
来
之
時
者
、其
取
次
ノ
ヽ
、何
さ
る
難
去
私
之
用
候
共
、

其
使
飛
脚
召
蛯
と
罷
出
・返
事
相
調
可
差
返
侯
、但
ス
各
以
相
談
之
上
、於
相
澄
儀

者

許
定
衆
可
相
摘
間
、使
者
飛
脚
、其
収
次
之
者
懇
■
可
會
澤
之
事
、

付
警
手
之
時
者
、何
さ
る
自
用
之
儀
候
者
、職
ｔ
可
に
侯
仕
之
事
，若
相
燎
儀
候

者
、織
使
申
“
要
生
之
趣
可
え
を
丁
．

付
、談
合
之
時
者
番
手
ハ
勿
論
、非
番
之
者
と
番
罷
出
．可
屈
候
事
、

一
中
出
モ
餞
、ｔ
“
あ
２
ア
、身
よ
引
懸
、可
乳
操
之
事
、

付
不
情

一
命
、人
の
に
く
み
を
受
て
、
公
儀
た
０
ふ
可
黙
悌
、裁
判
可
仕
之
事
、

一
諸
公
事
井
諸
愁
訴
等
之
備
、共
収
大
ユ
別
人
相
副
，闘
候
て
、以
其
上
、各
談
合
可

中
事
，

付
、奉
行
之
外
、に
き
ι
ひ
き
衆
中
儀
候
共
、間
人
間
敷
事
、

一
法
度
よ
漏
、級
怠
之
者
．不
可
許
客
●
、
　
　
・

付
、贔
員
之
者
．同
罪
之
事
、

一
哺
確
於
仕
出
之
撃
者
、上
下
共
よ
、相
手
向
■
可
中
付
之
Ｉ
．

一
召
仕
者
之
大
節
、上
中
下
共
ユ
層
宅
之
前
於
製
之
族
者
、各
と
し
て
可
中
間
事
、

付
、若
無
示
引
者
、送
披
露
、
一
途
可
中
仕
事
、

一
方
々
”
差
遣
使
、相
定
中
間
之
日
限
於
致
延
引
者
、給
地
可
召
放
事
、

一
興
力

一
所
之
者
．可
随
　
＾
儀
Ｔ
，

付
、興
力

一
所
定
者
給
地
明
所
之
織
、寄
親
手
裁
判
、可
ハ
山
事
え
手
、

一
ス
小
者
下
知
．其
圭
々
堅
可
中
付
候
、以
其
上
殷
候
者
、可
加
成
敗
事
，

右
條
々
之
旨
、ハ
労
被
成
御
聡
得
、年
寄
丼
奉
行
之
者
よ
緊
破
仰
側
．合
鮎
之
趣
被

害
載
、承
之
、可
得
共
Ｏ
者
も
、

元
籠
二
年
輌

十
二
月
朔
日

隆
景

が
鎌
麹
殿

下
野
守
殿

元
春

右
御
條
数
之
段
、於
四
人
数
示
知
、尤
存
候
薇
年
寄
衆
丼
奉
行
素
●
堅
申
渡
之
、存

丼
旨
之
通
．破
載
左
記
．

十
二
月
二
日

赤
川
十
耶
左
衛
門
射
殿

平
佐
継
右
衛
門
尉
殴

鬼

玉

局
）

防

守
殿

口

司

燎
）
殖

守
殿

粟

屋

躍
）

殿

允
殿

御
條
戦
之
旨
，御
四
人
と
し
て
薇
仰
闘
侯
漱
奉
存
其
旨
屹
、若
自
今
以
後
於
数
猥
搬

一
喧
唯
於
仕
出
之
者
者
、上
下
共
ユ
、相
手
む
う
０
ユ
可
申
仕
事
、

一
方
々
●
差
遺
質
相
定
日
限
、於
致
延
引
者
、給
地
可
召
放
事
．

一
客
薬
之
時
、羅
上
可
教
召
仕
事
、

一
ス
小
者
下
知
之
事
、丼
圭
や
堅
固
〓
可
申
付
候
、於
濫
者
、可
加
成
敗
事
、

者
、薇
奪
究
、

（
以
μ
轟
」

途
可
破
　
仰
付
者
化
、

十

一
一月

一一一日

　

共

時

之

使

注

左

鳩

鰺

大

夫

（
花

押

）

僕は　嗜
観Ｆ蜘　動一れ岬一

，
見
　
玉
　
周
　
防
　
守
（一化
押
）

赤
川
十
耶
左
衛
門
尉
（花
押
）

，
１
〓
１
２
４
１

，
オ
存
”
ホ
許
力
Ｌ
．Ｅ
守
此
旨
夜

元
鼈
三
年
之
冬
、各
以
衆
許
所
定
置
者
七
，〓
守
叱
旨
実

各
●
申
間
モ
る
条
や

一
不
驚
続
子
同
名
縁
畑
、不
可
贔
質
備
顔
平
、

一
富
番
之
時
、何
さ
る
用
段
侯
六
、堅
ロ
ユ
可
相
懃
事
、

法
茂
■
も
こ
鵜
恵
之
者
、不
可
有
許
容
季
、

付
、贔
資
仕
者
候
者
、可
爵
同
罪
事
、

各
々
申
間
モ
る
条
々

一
不
調
親
子
同
名
縁
類
、不
可
贔
賀
偏
頗
事
、

一
営
番
之
時
、何
さ
る
用
段
候
共
、堅
固
よ
可
相
懃
手
、

一
法
度
よ
も
と
縦ヽ
怠
之
者
、不
可
有
許
容
手
、

付
、贔
翼
仕
者
侯
者
、可
貧
同
罪
事
．

一
喧
唯
於
仕
出
之
者
者
．■
下
求
ユ
績

手
む
う
タ
ー
可
中
付
事
、

一
方
々
に
差
澄
Ｒ
相
定
日
限
、於
致
延
引
者
、給
地
可
召
放
平

一
客
来
之
時
、罷
上
可
孜
召
仕
事
、

一
ス
小
者
下
知
之
平
、共
圭
●
堅
同
〓
可
申
付
候
、於
性
者
、可
加
成
敗
事
、

付
、供
之
時
、急
之
事
、

付
、夕
ち
へ
ｔ
り
こ
Ｌ
候
平
、

仕
、供
之
時
、鐘
持
内
ヽ
人
こ
こ
候
事
、

一
奥
力

一
所
之
者
、可
任
　
＾
儀
事
、

仕
、奥
力

一
所
之
者
給
地
明
所
之
餞
．寄
現
裁
判
可
篤
曲
平
、

ル
田
三
年
十
二
月
十
三
日

■
―
サ
‘
）∴

　
　
　
　
　
毛　
利

馨

鶏
」
頭
般
征
辮

　

若
予

」

今
度
於
石
道
．五
日
市
、御
手
之
衆
欧
討
捕
．頸
護
文
六
十
人
到
来
候
．誠
各
御
高
名
無

比
類
候
，信
直
御
地
走
御
人
覚
之
至
．更
以
難
謝
候
．向
後
不
可
致
忘
却
候
．猾
雨
入
可

中
入
候
、恐
々
議
言
、

二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
元

，
一押
）

元
就
（花
押
）

熊
谷
兵
庫
頭
殿

御
陳
″

一
三
〇
　
毛
利
元
就
同
隆
元
連
署
列
物

石
道
本
城
分
九
十
貫
之
事
．〓
一宅
寺
田
二
春
候
て
進
置
換
、全
可
有
御
知
行
僕

瑯
不

「有別馨
饗
辞
　
　
みヽ
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